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川崎市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

  ○川崎市国民健康保険条例施行規則   ○川崎市国民健康保険条例施行規則 

昭和33年10月28日規則第31号 昭和33年10月28日規則第31号 

  

   川崎市国民健康保険条例施行規則    川崎市国民健康保険条例施行規則 

目次 目次 

 第１章 総則（第１条・第２条）  第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 資格確認書等（第３条・第４条）  第２章 被保険者証等（第３条・第４条） 

 第３章 保険給付（第５条～第７条）  第３章 保険給付（第５条～第７条） 

 第４章 保険料（第８条～第１７条）  第４章 保険料（第８条～第１７条） 

 第５章 雑則（第１８条～第２０条）  第５章 雑則（第１８条～第２０条） 

 附則  附則 

第２章 資格確認書等 第２章 被保険者証等 

（資格確認書の検認又は更新の期日の公告） （被保険者証及び被保険者資格証明書の検認又は更新の期日の公告） 

第３条 区長は、国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号。

以下「省令」という。）第７条の２第１項の規定により資格確認書（省令

第６条第１項に規定する資格確認書をいう。以下同じ。）の検認又は更新

をするときは、あらかじめ期日を公告するものとする。 

第３条 区長は、国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号。

以下「省令」という。）第７条の２第１項の規定により被保険者証（国民

健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）第９条第

２項に規定する被保険者証をいう。以下同じ。）及び被保険者資格証明書

（法第９条第６項に規定する被保険者資格証明書をいう。以下同じ。）の

検認又は更新をするときは、あらかじめ期日を公告するものとする。 

（被保険者受療証の交付） （被保険者受療証の交付） 

第４条 被保険者が健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項

第１号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局（以下「保険医療機関等」

という。）につき国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」

という。）第３６条に規定する療養の給付、法第５２条に規定する入院時

食事療養費、法第５２条の２に規定する入院時生活療養費若しくは法第５

３条に規定する保険外併用療養費又は健康保険法第８８条第１項に規定

第４条 被保険者が健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項

第１号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局（以下「保険医療機関等」

という。）につき法第３６条に規定する療養の給付、法第５２条に規定す

る入院時食事療養費、法第５２条の２に規定する入院時生活療養費若しく

は法第５３条に規定する保険外併用療養費又は健康保険法第８８条第１

項に規定する指定訪問看護事業者につき法第５４条の２に規定する訪問
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する指定訪問看護事業者につき法第５４条の２に規定する訪問看護療養

費の支給（以下「療養の給付等」という。）を受けようとする場合であっ

て次の各号のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世

帯主からの申出に基づき、区長は、被保険者受療証を交付する。 

(１)当該世帯主が資格確認書（省令第６条第２項の規定により交付される

ものに限る。以下この条において同じ。）の交付の請求若しくは申請又

は再交付の申請をし、その交付又は再交付を受けていないとき。 

(２)当該世帯主が資格確認書の検認又は更新のため当該資格確認書を区

長に提出しているとき。 

(３)前２号に掲げるもののほか、区長が被保険者受療証の交付を特に必要

と認めたとき。 

２ 療養の給付等を受けようとするときの前項の被保険者受療証の取扱い

は、資格確認書に準ずるものとする。 

３ 前２項の被保険者受療証による療養の給付等が終了した場合又は被保

険者が同項各号に該当しなくなった場合は、当該世帯主は、同項の被保険

者受療証を遅滞なく区長に返還しなければならない。 

看護療養費の支給（以下「療養の給付等」という。）を受けようとする場

合であって次の各号のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する

世帯の世帯主からの申出に基づき、区長は、被保険者受療証を交付する。 

 

(１)当該世帯主が被保険者証の交付の請求又は再交付の申請をし、その交

付又は再交付を受けていないとき。 

 

(２)当該世帯主が被保険者証の検認又は更新のため当該被保険者証を区

長に提出しているとき。 

(３)前２号に掲げるもののほか、区長が被保険者受療証の交付を特に必要

と認めたとき。 

２ 療養の給付等を受けようとするときの前項の被保険者受療証の取扱い

は、被保険者証に準ずるものとする。 

３ 前２項の被保険者受療証による療養の給付等が終了した場合又は被保

険者が同項各号に該当しなくなった場合は、当該世帯主は、同項の被保険

者受療証を遅滞なく区長に返還しなければならない。 

（出産育児一時金の支給申請） （出産育児一時金の支給申請） 

第５条 世帯主が条例第６条の規定により出産育児一時金の支給を受けよ

うとするときは、出産育児一時金支給申請書に医師又は助産師の分べんの

事実を証する書類                  を添えて区長

に提出しなければならない。ただし、出生の届出があったと認められると

きは、医師又は助産師の分べんの事実を証する書類を添えることを要しな

い。 

第５条 世帯主が条例第６条の規定により出産育児一時金の支給を受けよ

うとするときは、出産育児一時金支給申請書に医師又は助産師の分べんの

事実を証する書類及び被保険者証又は被保険者資格証明書を添えて区長

に提出しなければならない。ただし、出生の届出があったと認められると

きは、医師又は助産師の分べんの事実を証する書類を添えることを要しな

い。 

（葬祭費の支給申請） （葬祭費の支給申請） 

第６条 葬祭を行うものが条例第７条第１項の規定により葬祭費の支給を

受けようとするときは、葬祭費支給申請書に死亡診断書又は埋火葬許可証

の写し                 を添えて区長に提出しなけ

ればならない。ただし、死亡の届出があったと認められるときは、死亡診

第６条 葬祭を行うものが条例第７条第１項の規定により葬祭費の支給を

受けようとするときは、葬祭費支給申請書に死亡診断書又は埋火葬許可証

の写及び被保険者証又は被保険者資格証明書を添えて区長に提出しなけ

ればならない。ただし、死亡の届出があったと認められるときは、死亡診
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断書又は埋火葬許可証の写しを添えることを要しない。 断書又は埋火葬許可証の写しを添えることを要しない。 

別表（第19条関係） 別表（第19条関係） 

 様式番号 名 称 根 拠 条 項   様式番号 名 称 根 拠 条 項  

 １ 神奈川県国民健康保険資格確認書交付申請書 省令第６条第１項   １ 神奈川県国民健康保険被保険者証再交付申請書 省令第７条第１項  

 
１の２ 

神奈川県国民健康保険資格確認書・資格情報のお知ら

せ再交付申請書 

省令第７条第１項 

省令第７条の３の２

第１項 

  
 （新設）  

 

 ２ 神奈川県国民健康保険被保険者受療証 第４条第１項   ２ 神奈川県国民健康保険被保険者受療証 第４条第１項  

 
３ 

療 養 費 

国民健康保険     支給申請書 

特別療養費 

省令第２７条第１項 
  

３ 

療 養 費 

国民健康保険     支給申請書 

特別療養費 

省令第２７条第１項 
 

 ４ 国民健康保険出産育児一時金支給申請書 第５条   ４ 国民健康保険出産育児一時金支給申請書 第５条  

 ５ 国民健康保険葬祭費支給申請書 第６条   ５ 国民健康保険葬祭費支給申請書 第６条  

 ６ 削除    ６ 削除   

 ７ 国民健康保険第三者行為による傷病届 省令第３２条の６   ７ 国民健康保険第三者行為による傷病届 省令第３２条の６  

 ８ 国民健康保険料出産被保険者減額届出書 第１２条第１項   ８ 国民健康保険料出産被保険者減額届出書 第１２条第１項  

 ８の２ 国民健康保険特例対象被保険者等該当届出書 第１２条第２項   ８の２ 国民健康保険特例対象被保険者等該当届出書 第１２条第２項  

 ９ 国民健康保険所得（無所得）申立書 第１３条   ９ 国民健康保険所得（無所得）申立書 第１３条  

 １０ 削除    １０ 削除   

 
１１ 

       減  免 

国民健康保険料    申請書 

       徴収猶予 

条例第３８条第２項 

条例第３９条第３項 

  
１１ 

減  免 

国民健康保険料    申請書 

       徴収猶予 

条例第３８条第２項 

条例第３９条第３項 

 

 
１２ 

              承 認 

国民健康保険料減免・徴収猶予   決定通知 

              不承認 

第１４条 

第１６条 

  
１２ 

承 認 

国民健康保険料減免・徴収猶予   決定通知 

              不承認 

第１４条 

第１６条 

 

 １３ 国民健康保険料徴収猶予取消通知書 第１５条第２項   １３ 国民健康保険料徴収猶予取消通知書 第１５条第２項  

 １４ 国民健康保険料過誤納金還付充当通知書 条例第４０条第１項   １４ 国民健康保険料過誤納金還付充当通知書 条例第４０条第１項  

 １５ 国民健康保険料過誤納金還付請求書 条例第４０条第２項   １５ 国民健康保険料過誤納金還付請求書 条例第４０条第２項  

 １６ 削除    １６ 削除   

 １７ 国民健康保険過料決定書 第１８条   １７ 国民健康保険過料決定書 第１８条  
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第１号様式 第１号様式 
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第１号様式の２ （新設） 
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第３号様式 第３号様式 
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第４号様式 第４号様式 
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第５号様式 第５号様式 
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第７号様式 第７号様式 
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第８号様式 第８号様式 
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第８号様式の２ 第８号様式の２ 
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第１１号様式 第１１号様式 

 
    

 


